
保護者の皆様へ                     

 

 教育委員会より連絡がありました。 

 

 市立学校（園）の臨時休業を５月１０日（日）まで延長することにいたしました。臨時

休業中の対応については、基本的に４月７日（火）に送らせていただいたメールの内容の

通りですが、以下が追加の内容となりますので、よろしくお願いいたします。 

  

１． ４月１７日（金）までの間に１回、５月の大型連休後に１回、計２回の登校日を設

定します。 

本校の１回目の登校日については、以下のようにします。 

○ １年生、11・12組：４月16日(木) 午前９時 

     ○  ２年生：４月16日(木) 午後１時 

   ○ ３年生：４月17日(金) 午前９時 

※ どの学年も、始業式、入学式で配布した提出物を持参させてください。 

(２・３年生は始業式提出の春休みの課題が未提出の場合は、持参させてください。２年

生＜数学科・英語科・家庭科＞３年生＜社会科・英語科・家庭科の課題＞) 

また、学習プリントや一部の補助教材を配布いたしますので、カバンを必ず持参さ

せてください。登校時は制服で登校し、できるだけマスクを着用させてください。 

２回目の登校日は、以下の予定ですが、詳細については後日連絡いたします。 

○ １年生、11・12組：５月７日(木) 午前９時 

     ○  ２年生：５月７日(木) 午後１時 

   ○ ３年生：５月８日(金) 午前９時 

 

２．家庭では、登校日に配付する学習プリントや教科書等を使って、積極的に家庭学習に

取り組ませてください。 

  ※ 家庭学習に取り組む中で、ご質問等があれば、学校へご連絡ください。 

     

３．愛知県の緊急事態宣言において、生活の維持に必要な場合を除き、不要不急の外出、 

移動の自粛が要請されております。ご家庭でのお子様の過ごし方に十分ご留意ください。 

 

４．３の趣旨を踏まえた上で、自主登校を継続して受け入れます。 
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